
根拠：法194条

（参考）

令和6年11月17日執行予定栃木県議会議員（鹿沼市選挙区）補欠選挙における運動費用制限額

11月７日現在の選挙人名簿登録者
× 人数割額 ＋ 固定額 ＝ 選挙運動費用制限額

鹿沼市選挙区の議員定数

78,918
人 × 83 円

3

（百円未満の端数は切上げ）

＋ 3,900,000 円 ＝ 6,083,400 円


